
一定の事業規模のある特定技能所属機関等に対する在留諸
申請における提出書類の省略について

概 要

○ 一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関等については、書類
の省略を認めることとするもの

省略を認める書類対象となる機関

実 施 日 等実 施 日 等

① 特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１号）
② 登記事項証明書
③ 業務執行に関与する役員の住民票又は特定技能所属機関
の役員に関する誓約書（参考様式第１－２３号）

④ （特定技能所属機関の）労働保険料の納付に係る資料
⑤ （特定技能所属機関の）社会保険料の納付に係る資料
⑥ （特定技能所属機関の）国税の納付に係る資料
⑦ （特定技能所属機関の）法人住民税の納付に係る資料
⑧ 特定技能外国人の報酬に関する説明書（参考様式第１－４号）
⑨ 徴収費用の説明書（参考様式第１－９号）
⑩ 雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号）

※書類を省略する場合は、対象となる機関であることを証明する資料、書類の省略
に当たっての誓約書（参考様式第１－２９号。対象となる機関⑥については加えて
参考様式第１－３０号。）を提出することが求められる。

○ 令和４年８月３０日 出入国在留管理庁ＨＰで公表・運用開始
○ 令和６年４月 １日 対象となる機関⑥の追加を出入国在留管理庁ＨＰで公表・運用開始

過去３年間に指導勧告書の交付を受け
ていない機関であって、かつ以下のい
ずれかに該当する機関

① 日本の証券取引所に上場している企業
② 保険業を営む相互会社
③ 高度専門職省令第１条第１項各号の表
の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企
業（イノベーション創出企業）
④ 一定の条件を満たす企業等
⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法
定調書合計表 中、給与所得の源泉徴収票
合計表の源泉徴収税額が１，０００万円
以上ある団体・個人
⑥ 電子届出システムの利用者登録をして
いる

Immigration Services Agency of Japan
出入国在留管理庁



特定技能の申請に必要な書類（技能実習ルート） Immigration Services Agency of Japan

出入国在留管理庁

左の場合であって、受入れ機関が書類省略の対
象となる機関に該当する場合

■在留資格変更許可申請
①特定技能雇用契約書の写し
②雇用条件書の写し
③健康診断個人票
④申請人の個人住民税の課税・納税証明書
⑤１号特定技能外国人支援計画書
⑥登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
⑦分野に関する必要な書類（技能実習評価試験の実技試験の
合格証明書の写し）等
⑧書類省略の対象機関であることを証明する資料
⑨書類の省略に当たっての誓約書

■在留資格変更許可申請
①特定技能雇用契約書の写し
②雇用条件書の写し
③健康診断個人票
④申請人の個人住民税の課税・納税証明書
⑤１号特定技能外国人支援計画書
⑥登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
⑦分野に関する必要な書類（技能実習評価試験の実技試
験の合格証明書の写し）等
⑧特定技能外国人の報酬に関する説明書
⑨雇用の経緯に係る説明書
⑩徴収費用の説明書
⑪特定技能所属機関概要書
⑫登記事項証明書
⑬業務執行に関与する役員の住民票の写し
⑭特定技能所属機関の役員に関する誓約書
⑮労働保険料等納付証明書
⑯社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金
保険料領収証書の写し
⑰税務署発行の納税証明書
⑱法人住民税の市町村発行の納税証明書

計１８点

受入れ機関（法人）が、当該機関で技能実習
を行っていた技能実習生を雇用し、支援を登
録支援機関に全部委託する場合

計９点



特定技能の申請に必要な書類（試験ルート） Immigration Services Agency of Japan

出入国在留管理庁

左の場合であって、受入れ機関が書類省略の対
象となる機関に該当する場合

受入れ機関（法人）が、技能試験等に合格し
た外国人を新規に雇用し、支援を登録支援機
関に全部委託する場合

■在留資格変更許可申請
①特定技能雇用契約書の写し
②雇用条件書の写し
③健康診断個人票
④申請人の個人住民税の課税・納税証明書
⑤申請人の国民健康保険被保険者証の写し
⑥申請人の国民年金保険料領収書の写し
⑦１号特定技能外国人支援計画書
⑧登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
⑨分野に関する必要な書類（特定技能評価試験の合格証
明書の写し）等
⑩特定技能外国人の報酬に関する説明書
⑪雇用の経緯に係る説明書
⑫徴収費用の説明書
⑬特定技能所属機関概要書
⑭登記事項証明書
⑮業務執行に関与する役員の住民票の写し
⑯特定技能所属機関の役員に関する誓約書
⑰労働保険料等納付証明書
⑱社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金
保険料領収証書の写し
⑲税務署発行の納税証明書
⑳法人住民税の市町村発行の納税証明書

計２０点
■在留資格変更許可申請
①特定技能雇用契約書の写し
②雇用条件書の写し
③健康診断個人票
④申請人の個人住民税の課税・納税証明書
⑤申請人の国民健康保険被保険者証の写し
⑥申請人の国民年金保険料領収書の写し
⑦１号特定技能外国人支援計画書
⑧登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
⑨分野に関する必要な書類（特定技能評価試験の合格証明書
の写し）等
⑩書類省略の対象機関であることを証明する資料
⑪書類の省略に当たっての誓約書

計１１点


